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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　指標を表示した表示部の下部から軸部を突出してなる表示部材と、
　前記表示部材の表示部の下側に設置され外周が前記表示部の外周から半径方向外方に張
り出すと共に前記軸部に回動自在に軸支される回転つまみと、
　前記表示部材の軸部を載置して取り付ける取付台と、
　前記回転つまみと取付台の間に設置され前記回転つまみの回動によって電気的出力を変
化する電気的機能部と、
　前記取付台の下側に設置されてこの取付台を揺動自在に支持する支持部材と、
　前記支持部材上に設置され前記取付台の揺動によって押圧される押圧スイッチと、を具
備することを特徴とする多機能型電子部品。
【請求項２】
　請求項１に記載の多機能型電子部品において、
　前記表示部材の表示部と軸部とを貫通して設けられる開口内に上下動自在に押釦つまみ
を設置するとともに、押釦つまみの下面から突出する押圧部を前記取付台に設けた押圧部
挿通孔に上下動自在に貫通させ、
　さらにこの押釦つまみの押圧部の下端を前記支持部材上に設置した中央スイッチ上に設
置したことを特徴とする多機能型電子部品。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の多機能型電子部品において、
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　前記表示部材の表示部は、略円板状であってその下面と前記回転つまみとの間にクリッ
ク機構を設置し、
　このクリック機構は、前記表示部材の表示部の下面に取り付けられるクリック板と、前
記回転つまみの上面に形成され前記クリック板に設けた弾接部を弾接する凹凸状のクリッ
ク係合部とによって構成され、
　さらに前記表示部の下面には、クリック板の弾接部が前記クリック係合部の凸の部分に
乗り上げた際に乗り上げた弾接部を挿入させる弾接部挿入部を設けたことを特徴とする多
機能型電子部品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、回転つまみを回転することでスイッチオンオフ状態または抵抗値などの電気
的出力を変化するとともに、前記回転つまみを揺動させることでスイッチを操作すること
ができ、さらには回転つまみの中央に設置した押釦つまみを押圧することでもスイッチを
操作することができる多機能型電子部品に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、車載用ナビゲーションシステム、コンピュータ、各種携帯機器、各種ＯＡ機器、
ゲーム機などを操作するデバイスとして、複数の操作スイッチを一体化した多機能型電子
部品がある。そしてこの種の多機能型電子部品の中には、例えば特許文献１の図１に示す
多機能型電子部品（１）のように、回転式電子部品を操作する回転つまみ（２０）の中央
に、押圧式電子部品を操作する押釦つまみ（１０）を設置し、さらに回転つまみ（２０）
をその上面から押圧して揺動することで回転つまみ（２０）を揺動式電子部品の操作用の
つまみとして兼用させた構成のものがある。この多機能型電子部品（１）によれば、回転
式電子部品の機能と押圧式電子部品の機能と揺動式電子部品の機能とを兼ね備えた多機能
型電子部品をコンパクトに構成することができる。
【０００３】
　ところで上記構造の多機能型電子部品（１）において、たとえば回転つまみ（２０）を
その上面から押圧して揺動させる際にどの部分を押圧して揺動すれば所望の操作が行える
かを示す指標は、回転つまみ（２０）を露出する開口を設けた外装ケースの前記開口周囲
の表面に設けられていた。なお回転つまみ（２０）は回転するので、前記指標を回転つま
み（２０）の上面に設けることはできない。
【０００４】
　しかしながら、外装ケースに指標を設けることは、実質的に多機能型電子部品（１）の
外径の大型化を意味し、また電子機器によっては、外装ケースの装飾や使い勝手の点から
前記指標を回転つまみ（２０）の内側に設けることが望まれていた。すなわちたとえば外
装ケースに対する多機能型電子部品（１）の回転方向の設置角度を変更しただけでも外装
ケースに設けた指標の位置、すなわち外装ケースの装飾を変更しなければならないが、多
機能型電子部品（１）内に指標を設けておけば、外装ケースの装飾は全く変更しなくても
よいなどである。
【０００５】
　また上記構造の多機能型電子部品（１）においては、取付台（９０）上に、摺動型物（
６０）とケース（４０）と回転つまみ（２０）とを積層するように設置しているので多機
能型電子部品（１）の厚みが厚くなってしまう。
【特許文献１】特開２００７－３３５１９１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は上述の点に鑑みてなされたものでありその目的は、指標を容易に回転つまみの
内側に設けることができる多機能型電子部品を提供することにある。
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【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本願請求項１に記載の発明は、指標を表示した表示部の下部から軸部を突出してなる表
示部材と、前記表示部材の表示部の下側に設置され外周が前記表示部の外周から半径方向
外方に張り出すと共に前記軸部に回動自在に軸支される回転つまみと、前記表示部材の軸
部を載置して取り付ける取付台と、前記回転つまみと取付台の間に設置され前記回転つま
みの回動によって電気的出力を変化する電気的機能部と、前記取付台の下側に設置されて
この取付台を揺動自在に支持する支持部材と、前記支持部材上に設置され前記取付台の揺
動によって押圧される押圧スイッチと、を具備することを特徴とする多機能型電子部品に
ある。
【０００８】
　本願請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の多機能型電子部品において、前記表示
部材の表示部と軸部とを貫通して設けられる開口内に上下動自在に押釦つまみを設置する
とともに、押釦つまみの下面から突出する押圧部を前記取付台に設けた押圧部挿通孔に上
下動自在に貫通させ、さらにこの押釦つまみの押圧部の下端を前記支持部材上に設置した
中央スイッチ上に設置したことを特徴とする多機能型電子部品にある。
【０００９】
　本願請求項３に記載の発明は、請求項１または２に記載の多機能型電子部品において、
前記表示部材の表示部は、略円板状であってその下面と前記回転つまみとの間にクリック
機構を設置し、このクリック機構は、前記表示部材の表示部の下面に取り付けられるクリ
ック板と、前記回転つまみの上面に形成され前記クリック板に設けた弾接部を弾接する凹
凸状のクリック係合部とによって構成され、さらに前記表示部の下面には、クリック板の
弾接部が前記クリック係合部の凸の部分に乗り上げた際に乗り上げた弾接部を挿入させる
弾接部挿入部を設けたことを特徴とする多機能型電子部品にある。
【発明の効果】
【００１０】
　請求項１に記載の発明によれば、回転つまみの外周より内側に設置される回転しない表
示部材に指標を設けたので、回転つまみの内側に容易に指標を設けることができる。これ
によって指標を含めた多機能型電子部品全体の外径の小型化を図ることができ、また回転
つまみの周囲を囲む外装ケースの装飾を、多機能型電子部品の指標を考慮することなく自
由に行うことができ、その自由度が増す。
　また取付台の上部には主として回転つまみと表示部材の表示部とが積層するように設置
されるだけなので、厚みの薄型化も図れる。
【００１１】
　請求項２に記載の発明によれば、請求項１において回転しない表示部材の軸部に回動自
在に回転つまみを軸支し、請求項２において回転しない表示部材に設けた開口内に上下動
自在に押釦つまみを設置しているので、回転つまみと押釦つまみの両者がそれぞれ独立し
て回転しない表示部材に取り付けられることとなる。したがって、回転つまみの回転と押
釦つまみの上下動とがいずれも干渉せず、いずれもスムーズに行うことができる。
【００１２】
　請求項３に記載の発明によれば、表示部材の表示部の下面にクリック板を取り付けると
ともに、回転つまみの上面にクリック係合部を設け、さらに表示部の下面に弾接部挿入部
を設けてクリック機構を構成したので、多機能型電子部品の薄型化を図ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施形態を図面を参照して詳細に説明する。図１は本発明の１実施形態
にかかる多機能型電子部品１の概略側断面図（図３のＡ－Ａ断面図）、図２は多機能型電
子部品１の斜視図、図３は多機能型電子部品１の平面図、図４は多機能型電子部品１を上
側から見た分解斜視図、図５は多機能型電子部品１を下側から見た分解斜視図である。な
お以下の説明において、「上」とは取付台１５０から見て表示部材１０の方向をいい、「
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下」とはその反対方向をいうものとする。
【００１４】
　これらの図に示すように多機能型電子部品１は、支持部材１９０上に、第２回路基板部
１７５と、取付台１５０と、第１回路基板部１７１と、摺動子１１０を取り付けた回転つ
まみ１００と、押釦つまみ７０と、クリック板４０を取り付けた表示部材１０と、を設置
して構成されている。
【００１５】
　表示部材１０は合成樹脂（この実施形態ではＡＢＳ樹脂を用いているが、他の各種熱可
塑性の合成樹脂を用いてもよい）の成型品であり、略円板状の表示部１１の下面中央に下
方向に向かって突出する軸部３１を設け、また表示部１１の中央に表示部１１と軸部３１
を上下に貫通する円形の開口１３を設けて構成されている。表示部１１の表面（上面）に
は、所望の指標１５が設けられている。この実施形態では指標１５は下記する４つの押圧
スイッチ１８５の上部の位置にそれぞれ設けられており、各種操作（回転つまみ１００を
揺動した際の各種操作）の内容を示している。指標１５は印刷によって形成してもよいし
、表示部１１表面に凹凸等を設けて形成してもよい。表示部１１下面の外周近傍部分には
一対の円弧状凹部からなる弾接部挿入部１７が設けられている。両弾接部挿入部１７の両
端の間の位置には下方向に向かって突出する小突起状のクリック板取付部１９（図５では
一方のみ示している）が設けられている。軸部３１は円筒状であり、その下辺には下方向
に向かって突出する小突起状の取付台取付部３３が複数個（４つ）設けられ、また軸部３
１の１８０°対向する位置には軸部３１を上下方向に切り欠いてなるつまみガイド溝３５
が設けられている。
【００１６】
　クリック板４０は弾性金属板（この実施形態ではステンレス板）をリング状に形成した
基部４１と、基部４１の外周を囲む位置に配置される一対の半円弧状のアーム部４３とを
一体に形成して構成されている。基部４１の中央に形成されている円形の開口部５４は、
その内径が前記表示部材１０の軸部３１の外径よりも若干大きい寸法に形成されている。
両アーム部４３は、それらの根元部分が一対の連結部４５によって基部４１の外周に連結
されており、これら連結部４５の部分にはそれぞれ前記表示部材１０のクリック板取付部
１９を挿入する小孔からなる係止部４７が設けられている。両アーム部４３のそれぞれ中
央位置には下方向に突出するように湾曲する弾接部４９が設けられている。
【００１７】
　押釦つまみ７０は合成樹脂（この実施形態ではＡＢＳ樹脂であるが、他の各種熱可塑性
の合成樹脂であってもよい）の成型品であり、略円板状の本体部７１と、本体部７１の下
面中央から下方向に向かって突出する柱状の押圧部７３とを具備し、本体部７１の上面を
指などで押圧操作する操作部７５とし、本体部７１の外周下部に薄板リング状に突出する
つば部７７を設けて構成されている。押圧部７３の外周側面には上下方向に沿って延びる
細い柱状の回り止め７９が設けられている。つば部７７の１８０°対向する位置からは半
径方向外方に向かって一対のガイド突起８１が突出している。両ガイド突起８１は前記表
示部材１０のつまみガイド溝３５に挿入される寸法に形成されている。
【００１８】
　回転つまみ１００は合成樹脂（この実施形態ではポリカーボネート（ＰＣ）樹脂である
が、他の各種熱可塑性の合成樹脂であってもよい）の成型品であり、略円板状に成形され
、その上面に円形凹状の表示部材収納部１０１を設け、その中央に円形の貫通孔からなる
開口１０３を設け、その下面を摺動子取付面１０５として構成されている。表示部材収納
部１０１の内径寸法は前記表示部材１０の表示部１１の外径寸法よりも若干大きく形成さ
れ、したがって回転つまみ１００の外径寸法は表示部１１の外径寸法よりも大きくなって
いる。表示部材収納部１０１の底面の外周近傍部分には凹凸をリング状に繰り返してなる
クリック係合部１０７が設けられている。開口１０３の内径寸法は前記表示部材１０の軸
部３１の外径寸法とほぼ同一であり、回動自在にぴったり軸部３１に挿入される寸法に形
成されている。摺動子取付面１０５には３本の下方向に向かって突出する小突起状の摺動
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子取付部１０９が突設されている。なお回転つまみ１００の表示部材収納部１０１よりも
外方のリング状の部分は、つまみ操作部１０２である。
【００１９】
　摺動子１１０は弾性金属板製であり、この実施形態ではリン青銅板を用いているが、他
の各種材質のものを用いてもよい。摺動子１１０は回転つまみ１００よりも小さな外径寸
法を有する略円形の平板状でリング状に形成され、中央に開口部１１１を設けるとともに
、等間隔（１２０°間隔）の３か所の位置に、前記回転つまみ１００の摺動子取付部１０
９を挿入する貫通孔からなる取付固定部１１３を設け、また各取付固定部１１３の側部か
ら摺接ブラシ１１５を摺動子１１０の円形の外形に沿うように設置して構成されている。
各組の摺接ブラシ１１５の先端近傍部分は、接点部１１７となっている。
【００２０】
　取付台１５０は合成樹脂（この実施形態ではＰＣ樹脂であるが、他の各種熱可塑性の合
成樹脂であってもよい）の成型品であり、略円板状に成形されており、回転つまみ１００
とほぼ同一の外径寸法を有し、中央には押釦つまみ７０の押圧部７３を挿通して軸支する
略円形の押圧部挿通孔１５１が設けられ、上面の押圧部挿通孔１５１の周囲には上方向に
向かって突出する筒状の突起からなる軸部１５３が設けられている。軸部１５３の側面に
は、前記押釦つまみ７０の回り止め７９に係合する軸方向（上下方向）に延びるスリット
および溝からなる回り止め係合部１５５が形成されている。一方前記表示部材１０の各取
付台取付部３３に対向する複数の位置（４か所）には、貫通孔からなる取付部１５７が設
けられ、また外周の所定位置（本実施形態では１８０°対向する位置）には半径方向外方
に向かって舌片状に突出する係合片１５９が設けられ、また前記一対の係合片１５９の間
の外周位置には半径方向外方に向かって舌片状に突出する３つの係合補助部１６１が設け
られている。取付台１５０の下面には円周上に等間隔に４つの下方向に向かって少し突出
する柱状の押圧部１６３が設けられている。
【００２１】
　第１回路基板部１７１と第２回路基板部１７５は１枚のフレキシブル回路基板１７０に
形成されている。すなわちフレキシブル回路基板１７０は、可撓性を有する合成樹脂フイ
ルム上に所望の回路パターンを設けて構成されており、この実施形態では合成樹脂フイル
ムとして熱可塑性のポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）フイルムを用いているが、他
の各種熱可塑性、熱硬化性、光硬化性の合成樹脂フイルムを用いて構成してもよい。フレ
キシブル回路基板１７０は、摺接パターン１７９が形成された第１回路基板部１７１と、
中央スイッチ１８３と押圧スイッチ１８５とが形成された第２回路基板部１７５とを、帯
状の連結部１７３によって連結して構成されている。
【００２２】
　第１回路基板部１７１は略円形の外形を有し、中央に取付台１５０の軸部１５３を挿通
する円形の開口部１７７を設け、またその下面の開口部１７７の周囲に所望の摺接パター
ン１７９を設けて構成されている。摺接パターン１７９は銀などの導電ペーストを印刷す
るなどして形成されており、図では詳細な記載を省略しているが、この実施形態ではスイ
ッチパターンが形成されている。また開口部１７７の周囲の前記表示部材１０の各取付台
取付部３３に対向する４か所の位置には貫通孔からなる挿通部１８１が設けられている。
【００２３】
　第２回路基板部１７５は第１回路基板部１７１よりも若干大きい外径寸法の略八角形の
外形を有し、その上面（前記摺接パターン１７９を設けた反対側の面）の中央に中央スイ
ッチ１８３を設置し、中央スイッチ１８３の周囲の複数の位置（この実施形態では同一円
周状の等間隔（９０°間隔）の４か所の位置）に押圧スイッチ１８５を設置して構成され
ている。中央スイッチ１８３と押圧スイッチ１８５は何れも同一構造であり、何れについ
ても第２回路基板部１７５上に形成した図示しない一対のスイッチ接点上に弾性金属板を
ドーム形状に形成してなる反転板（可動接点板）１８３ａ，１８５ａを取り付けて構成さ
れており、反転板１８３ａ，１８５ａを押圧してこれを反転することでスイッチがオンす
る構造になっている。第２回路基板部１７５の外周には帯状の引出部１８８が連結されて
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おり、その先端のコネクタ部１８９上には前記摺接パターン１７９及び中央スイッチ１８
３及び押圧スイッチ１８５からの出力を取り出すコネクタ用接点パターン１８６が設けら
れている。
【００２４】
　支持部材１９０は硬質板（この実施形態では金属板（たとえばステンレス板））を略矩
形状に形成して構成されており、前記取付台１５０の一対の係合片１５９に対応する外周
の複数位置（この実施形態では１８０°で対向する２か所）には、外周辺から上方に向か
って折り曲げられてほぼ垂直に立設してなる舌片状の係合片取付部１９１が設けられてい
る。各係合片取付部１９１には、係合片１５９の先端部を挿入させて係合片１５９を取り
付けるための矩形状の開口からなる係合片挿入部１９３が形成されている。
【００２５】
　次に多機能型電子部品１の組立方法を説明する。まず予め回転つまみ１００の摺動子取
付面１０５に摺動子１１０を設置し、その際回転つまみ１００の摺動子取付部１０９を摺
動子１１０の取付固定部１１３に挿通し、その先端を熱カシメすることで回転つまみ１０
０に摺動子１１０を取り付ける。また表示部材１０の下面にクリック板４０を設置し、そ
の際表示部材１０の軸部３１をクリック板４０の開口部５４に挿入し、同時に表示部材１
０のクリック板取付部１９をクリック板４０の係止部４７に挿入してクリック板取付部１
９の先端を熱カシメし、これによって表示部材１０にクリック板４０を取り付ける。
【００２６】
　次に表示部材１０の開口１３にその下側から押釦つまみ７０の本体部７１を挿入し、操
作部７５を表示部材１０の上面側に露出させた状態に設置する。このとき押釦つまみ７０
の一対のガイド突起８１は表示部材１０の一対のガイド溝３５に上下動自在に挿入される
。次にクリック板４０および押釦つまみ７０を設置した表示部材１０の下側に、摺動子１
１０を取り付けた回転つまみ１００を設置し、その際回転つまみ１００の表示部材収納部
１０１内に表示部材１０の表示部１１を収納し、同時に表示部材１０の軸部３１を回転つ
まみ１００の開口１０３に回動自在に挿入する。
【００２７】
　次にフレキシブル回路基板１７０の第１回路基板部１７１をその摺接パターン１７９を
設けた側の面を上に向けた状態で、取付台１５０の上面に載置し、その際取付台１５０の
軸部１５３を第１回路基板部１７１の開口部１７７に挿入する。そしてこの取付台１５０
の上に前記表示部材１０などを装着した回転つまみ１００を設置し、その際回転つまみ１
００の開口１０３の下面に露出する表示部材１０の軸部３１の下端を第１回路基板部１７
１上に当接し、同時に軸部３１から突出する各取付台取付部３３を第１回路基板部１７１
の各挿通部１８１と取付台１５０の各取付部１５７に挿入し、各取付台取付部３３の先端
を取付台１５０の下面で熱カシメし、上記各部材を一体化する。このとき押釦つまみ７０
の押圧部７３は取付台１５０の押圧部挿通孔１５１に挿入され、その先端は取付台１５０
の下面側に露出する。これにより取付台１５０と第１回路基板部１７１と表示部材１０と
が一体に固定され、回転つまみ１００は軸部３１に回動自在に軸支され、クリック板４０
の弾接部４９は回転つまみ１００のクリック係合部１０７に弾接し、摺動子１１０の接点
部１１７は第１回路基板部１７１上の摺接パターン１７９に弾接した状態になる。
【００２８】
　次にフレキシブル回路基板１７０を連結部１７３の部分で折り返して第２回路基板部１
７５の押圧スイッチ１８５などを設置した側の面を上に向けた状態で取付台１５０の下側
に配置し、さらに第２回路基板部１７５の下面側に支持部材１９０を重ねて設置する。そ
の際、取付台１５０の一対の係合片１５９の先端部分を支持部材１９０の一対の係合片挿
入部１９３内に両係合片取付部１９１を広げながら挿入して取り付ける。これにより取付
台１５０の各押圧部１６３が第２回路基板部１７５上の各押圧スイッチ１８５上に載置さ
れ、この状態で各係合片１５９が各係合片挿入部１９３の内周上辺に当接することで、取
付台１５０が支持部材１９０によって揺動自在に支持された状態になる。またこのとき押
釦つまみ７０の押圧部７３の下端は中央スイッチ１８３上に載置される。以上により多機
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能型電子部品１が完成する。なお上記組立手順はその一例であり、他の各種異なる組立手
順を用いて組み立てても良いことはいうまでもない。
【００２９】
　以上のようにして組み立てられた多機能型電子部品１は、図１に示すように、上面に指
標１５を表示した表示部１１の下部から軸部３１を突出してなる表示部材１０と、表示部
材１０の表示部１１の下側に設置され外周が表示部１１の外周から半径方向外方に張り出
すと共に軸部３１に回動自在に軸支される回転つまみ１００と、表示部材１０の軸部３１
を載置して取り付ける取付台１５０と、回転つまみ１００と取付台１５０の間に設置され
回転つまみ１００の回動によって電気的出力を変化する摺動子１１０および摺接パターン
１７９からなる電気的機能部と、取付台１５０の下側に設置されてこの取付台１５０を揺
動自在に支持する支持部材１９０と、支持部材１９０上に設置され取付台１５０の揺動に
よって押圧される押圧スイッチ１８５と、を具備し、さらに表示部材１０の表示部１１と
軸部３１とを貫通して設けられる開口１３内に上下動自在に押釦つまみ７０を設置すると
ともに、押釦つまみ７０の下面から突出する押圧部７３を取付台１５０に設けた押圧部挿
通孔１５１に上下動自在に貫通させ、また押釦つまみ７０の押圧部７３の下端を支持部材
１９０上に設置した中央スイッチ１８３上に設置して構成されている。さらに表示部材１
０の表示部１１は略円板状であってその下面と回転つまみ１００との間に、表示部材１０
の表示部１１の下面に取り付けられるクリック板４０と、回転つまみ１００の上面に形成
されクリック板４０に設けた弾接部４９を弾接する凹凸状のクリック係合部１０７とによ
って構成されるクリック機構を設置している。
【００３０】
　またこの多機能型電子部品１は、図１に点線で示すように、外装ケース２００の内部に
設置され、回転つまみ１００および押釦つまみ７０の部分は外装ケース２００に設けた開
口２０１内に露出される。
【００３１】
　以上のように構成された多機能型電子部品１において、回転つまみ１００を回転すると
、回転つまみ１００に取り付けた摺動子１１０が回転つまみ１００と一体に回転し、その
接点部１１７が摺接パターン１７９上を摺動することで摺接パターン１７９からの電気的
出力が変化する。同時にクリック板４０の弾接部４９が回転する回転つまみ１００のクリ
ック係合部１０７の凹凸を乗り越えてゆき、クリック感覚が生じる。ところでクリック板
４０の弾接部４９がクリック係合部１０７の凸の部分に乗り上げる際に、乗り上げた弾接
部４９およびその両側のアーム部４３は表示部１１の下面に設けた弾接部挿入部１７内に
挿入される。言い換えれば表示部１１の下面に弾接部挿入部１７を設けその中に上昇する
弾接部４９を収納する構成としたので、別途弾接部４９が上下動するスペースを表示部１
１とクリック板４０の間に設ける必要がなく（表示部１１の下面とクリック板４０の基部
４１との間にスペースを設ける必要がなく）、多機能型電子部品１の薄型化を図ることが
できる。
【００３２】
　一方押釦つまみ７０の操作部７５を押圧すれば、押釦つまみ７０が下降してその押圧部
７３が中央スイッチ１８３の反転板１８３ａを押圧して反転し、中央スイッチ１８３がオ
ンする。押釦つまみ７０への押圧を解除すれば反転板１８３ａの弾性復帰力によって押釦
つまみ７０は元の位置に戻り、中央スイッチ１８３はオフする。
【００３３】
　また回転つまみ１００のつまみ操作部１０２の前記各指標１５の何れかに対応する上面
部分（その指標１５の半径方向外側の上面部分）を下方向に向けて押圧すれば、回転つま
み１００や表示部材１０や押釦つまみ７０など、取付台１５０上に設置されている構成部
品全体が取付台１５０と一体に押圧された方向に傾いて揺動し、下降した側の押圧部１６
３が対向する押圧スイッチ１８５の反転板１８５ａを押圧して反転し、押圧スイッチ１８
５がオンする。回転つまみ１００への押圧を解除すれば、反転している反転板１８５ａの
弾性復帰力によって回転つまみ１００および取付台１５０などの揺動していた全構成部品
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が一体に元の位置に自動復帰し、押圧スイッチ１８５はオフする。
【００３４】
　そしてこの多機能型電子部品１によれば、上述のように回転つまみ１００の外周より内
側に設置される回転しない表示部材１０に指標１５を設けたので、回転つまみ１００の内
側に容易に指標１５を設けることができる。これによって指標１５を含めた多機能型電子
部品１全体の外径の小型化を図ることができ、また回転つまみ１００の周囲を囲む外装ケ
ース２００の装飾を、多機能型電子部品１の指標１５を考慮することなく自由に行うこと
ができ、その自由度が増す。また取付台１５０の上部には主として回転つまみ１００と表
示部材１０の表示部１１とが積層するように設置されるだけなので、前記背景技術の欄で
示した特許文献１のように取付台（９０）上に、摺動型物（６０）とケース（４０）と回
転つまみ（２０）とを積層するように設置する場合に比べて、厚みの薄型化も図れる。
【００３５】
　また図３に示すように３つの係合補助部１６１は、何れも回転つまみ１００の外周から
半径方向外方に向けて突出しており、その上に外装ケース２００を被せたときはこれら３
つの係合補助部１６１は外装ケース２００の下面の開口２０１よりも外方の位置に位置す
る。そして回転つまみ１００を揺動させ、その揺動寸法が大きくなる場合、係合補助部１
６１の内の上昇する係合補助部１６１が外装ケース２００の下面に当接し、その位置より
も回転つまみ１００が揺動しないようになる。これによって揺動量が規制され、また前記
２か所のみの係合片１５９の係合片挿入部１９３への係合が外れることを確実に防止して
いる。
【００３６】
　また上記多機能型電子部品１によれば、回転しない表示部材１０の軸部３１に回動自在
に回転つまみ１００を軸支し、回転しない表示部材１０に設けた開口１３内に上下動自在
に押釦つまみ７０を設置しているので、回転つまみ１００と押釦つまみ７０の両者がそれ
ぞれ独立して回転しない表示部材１０に取り付けられることとなる。したがって、回転つ
まみ１００の回転と押釦つまみ７０の上下動とがいずれも干渉せず、いずれもスムーズに
行うことができる。
【００３７】
　以上本発明の実施形態を説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるものではなく
、特許請求の範囲、及び明細書と図面に記載された技術的思想の範囲内において種々の変
形が可能である。なお直接明細書及び図面に記載のない何れの形状・構造・材質であって
も、本願発明の作用・効果を奏する以上、本願発明の技術的思想の範囲内である。例えば
表示部材１０の表示部１１に設ける指標１５の形状や位置や数、押圧スイッチ１８５の設
置位置や数などは種々の変更が可能である。また指標１５は表示部材１０を透明にするな
どして表示部１１の下面または内部に設けてもよい。また上記実施形態では摺動子１１０
と摺接パターン１７９とによって電気的機能部を構成したが、電気的機能部は回転つまみ
１００の回転によってその電気的出力が変化する構成であれば他の各種構成であってもよ
い。また場合によっては中央の押釦つまみ７０と押釦つまみ７０によって押圧操作される
中央スイッチ１８３、すなわち押圧式電子部品は省略してもよい。また上記実施形態では
指標１５を設けた位置と回転つまみ１００を押圧して揺動させる位置とを一致させている
が、必ずしも一致させなくてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】多機能型電子部品１の概略側断面図である。
【図２】多機能型電子部品１の斜視図である。
【図３】多機能型電子部品１の平面図である。
【図４】多機能型電子部品１を上側から見た分解斜視図である。
【図５】多機能型電子部品１を下側から見た分解斜視図である。
【符号の説明】
【００３９】
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１　多機能型電子部品
１０　表示部材
１１　表示部
１３　開口
１５　指標
１７　弾接部挿入部（クリック機構）
３１　軸部
４０　クリック板（クリック機構）
４９　弾接部
７０　押釦つまみ
７３　押圧部
１００　回転つまみ
１０７　クリック係合部（クリック機構）
１１０　摺動子（電気的機能部）
１５０　取付台
１５１　押圧部挿通孔
１７０　フレキシブル回路基板
１７１　第１回路基板部
１７５　第２回路基板部
１７９　摺接パターン（電気的機能部）
１８３　中央スイッチ
１８５　押圧スイッチ
１９０　支持部材

【図１】 【図２】
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【図５】
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